
１／２

区分 事業名 支援対象

建設支援事業 設計支援事業

ＣＬＴを構造部材等として利用した
建築物の建設に要する補助

　ＣＬＴ建築物の設計等に要する補助

補助単価 ＣＬＴ１㎥当たり90千円 設計に要する経費の1/2以内

補助金の上限 5,000千円/1施設 2,000千円/1施設

参照：ＵＲＬ

参照：ＵＲＬ

補助単価等

補助単価等

参照：ＵＲＬ

補助単価等

ＣＬＴ（直交集成板）

Cross Laminated Timberの略

参照：ＵＲＬ

令和6年度　愛媛県における木材利用促進に対する民間事業者等への支援事業

支援内容

　ＣＬＴ等木造建築物の設計段階における課題を解消するため、木造建築につ
いて豊富な知識を有し、高度な技術的助言が行える講師の派遣や、非住宅建築
物に関する総合的な支援を行うアドバイザーによる相談窓口を設置。

実施内容

県産ヒノキ
の家づくり等
支援事業
(補助事業)

非住宅

民間事業者
民間団体等
（建築主）

実施内容

民間事業者等
（工務店、

　　設計士等）

非住宅
木造化支援
（構造材）

【補助要件】
　・県内で自らが５年以上使用する目的で新築するもの
　・県内で賃貸に供する目的で５年以上使用するために新築するもの
　・主要部材に県産材を概ね80％以上使用
　・延床面積80㎡以上
　・土台と管柱の全てに県産ヒノキ材を使用

【補助対象となる木材】
　・県産ヒノキ材を使用した全ての建築部材
　・日本農林規格(ＪＡＳ)に合格した材または、同等以上の
　　性能を有する乾燥材

129千円/ｍ3
（上限877千円/件）

非住宅
内装木質化支援
（内装材）

※既設も対象

【補助要件】
　・県内で自らが５年以上使用する目的で建築（改築）するもの
　・県内で賃貸に供する目的で５年以上使用するために建築（改築）するもの

　・内装材に県産ヒノキ材を使用

【補助対象となる木材】
　・県産ヒノキを使用した内装材（壁、床、天井等）

【木と暮らしの相談窓口】https://www.kinosoudan.jp/

【愛媛県ＨＰ】https://www.pref.ehime.jp/page/77939.html

【木と暮らしの相談窓口】https://www.kinosoudan.jp/

事
務
所
・
店
舗
等
へ
の
支
援

県産ヒノキ
の家づくり等
支援事業

（補助事業）

ＣＬＴ

ＣＬＴ建築物
支援事業

（補助事業）

非住宅

416千円/ｍ3

【愛媛県ＣＬＴ普及協議会】https://ehimeclt.com/

ＣＬＴ建築物
普及促進事業
（技術支援）

ＣＬＴ活用支援

【補助要件】
　・県内で建物以外にＣＬＴを利用した構造物（看板、モニュメント等）

　・県産ヒノキのＣＬＴを使用すること

【補助対象となる木材】
　・県内で生産されたヒノキＣＬＴ

200千円/ｍ3

実施内容



２／２

区分 事業名 支援対象

参照：ＵＲＬ

一般木材 147千円/件（250件）

森林認証材 179千円/件（ 50件）

参照：ＵＲＬ

補助金の上限等

参照：ＵＲＬ

補助金の上限等

参照：ＵＲＬ

補助単価等

参照：ＵＲＬ

住　宅
木造建築支援
（個人住宅等）

【補助要件】
　・県内で自らが５年以上使用する目的で新築するもの
　・主要部材に県産材を概ね80％以上使用
　・延床面積80㎡以上
　・土台と管柱の全てに県産ヒノキ材を使用

【補助対象となる木材】
　・県産ヒノキ材を使用した土台と管柱
　・日本農林規格(ＪＡＳ)に合格した材または、同等以上の
　　性能を有する乾燥材

433千円/件（90件）

令和6年度　愛媛県における木材利用促進に対する民間事業者等への支援事業

支援内容

一般県民
　木造住宅や木材利全般に関する相談窓口を開設し、県産材や木造住宅
の良さを普及啓発する。

実施内容

木と暮らしの
相談窓口開設
支援事業

（普及啓発）

【木と暮らしの相談窓口】https://www.kinosoudan.jp/

個
人
住
宅
等
へ
の
支
援

【木と暮らしの相談窓口】https://www.kinosoudan.jp/

県産ヒノキ
の家づくり等
支援事業
(補助事業)

住　宅

【木と暮らしの相談窓口】https://www.kinosoudan.jp/

えひめ材の
家づくり促進
支援事業

（補助事業）

住　宅

【木と暮らしの相談窓口】https://www.kinosoudan.jp/

住宅等
リフォーム
木材利用
促進事業

（補助事業）

リフォーム

【木と暮らしの相談窓口】https://www.kinosoudan.jp/

外構施設
木材利用促進
支援事業

（補助事業）

外構施設

新築木造住宅
（個人住宅等）

【補助要件】
　・県内において自らが５年以上使用
　・主要部材に県産材を概ね80％以上使用
　・延床面積80㎡以上

【補助対象となる木材】
　・県内で生産されたスギ・ヒノキの柱材等
　・日本農林規格(ＪＡＳ)に合格した材または、同等以上の
　　性能を有する乾燥材

補助単価等

実施内容

県産材でリフォーム
を行う個人住宅等

【補助要件】
　・県産材を利用した床や壁等のリフォーム工事の金額が
　　１件当たり10万円を超える工事であること
　・県内に本店をおく建築業者が施工する工事であること

140千円/件（85件）

実施内容

県産材で施工する
外構施設等

【補助要件】
　・県産材を利用したフェンス材やデッキ材の工事金額が
　　１件当たり10万円を超える工事であること
　・県内に本店をおく建築業者が施工する工事であること

140千円/件　（20件）

実施内容


